
 

地方独立行政法人栃木県立がんセンター定款 
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第１章 総則  

（目的）  

第１条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以

下「法」という。）に基づき、栃木県のがん医療政策として求められる高度専門医療を

提供するとともに、医療に関する調査及び研究を行い、県内における医療水準の向上を

図り、もって県民の健康の確保及び増進に寄与することを目的とする。  

（名称）  

第２条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人栃木県立がんセンター（以下「法人」

という。）と称する。  

（設立団体）  

第３条 法人の設立団体は、栃木県とする。  

（事務所の所在地）  

第４条 法人は、事務所を栃木県宇都宮市に置く。  

（法人の種別）  

第５条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。  

（公告の方法）  

第６条 法人の公告は、栃木県公報への登載又はインターネットの利用（以下「登載等」

という。）により行う。ただし、天災その他やむを得ない事情により登載等ができない

ときは、法人の事務所の掲示場その他公衆の見やすい場所に掲示して登載等に代えるこ

とができる。  

 

第２章 組織及び業務 

第１節 役員及び職員 

（役員）  

第７条 法人に、役員として、理事長１人、副理事長２人以内、理事４人以内及び監事２

人以内を置く。 

（役員の職務及び権限）  

第８条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。  



２ 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の

業務を掌理し、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその

職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。  

３ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を

掌理し、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるとき

はその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。  

４ 監事は、法人の業務を監査する。  

５ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は栃木県知事（以

下「知事」という。）に意見を提出することができる。 

（役員の任命）  

第９条 理事長及び監事は、知事が任命する。  

２ 副理事長及び理事は、理事長が任命する。  

（役員の任期）  

第１０条 役員（監事を除く。以下この項において同じ。）の任期は２年とする。ただし、

補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 監事の任期は、任命の日から、理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸

表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 役員は、再任されることができる。  

（役員の兼任の禁止）  

第１１条 役員は、相互に兼ねることができない。  

（職員の任命）  

第１２条 職員は、理事長が任命する。  

 

第２節 理事会  

（設置及び構成）  

第１３条 法人に、理事会を置く。  

２ 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。  

（招集）  

第１４条 理事会は、理事長が招集する。  

２ 理事長は、副理事長及び理事の３分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を記載

した書面を付して開催の要求があったときは、理事会を招集しなければならない。  

（議事）  

第１５条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。  

２ 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

４ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。  

（議決事項）  

第１６条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。  

（１）法の規定により知事の認可又は承認を受けなければならない事項  

（２）事業年度の業務運営に関する計画に関する事項  



（３）予算の作成及び決算に関する事項  

（４）診療科その他重要な組織の設置又は廃止に関する事項  

（５）重要な規程の制定又は改正若しくは廃止に関する事項  

（６）その他法人の運営に関し理事長が重要と認める事項  

 

第３節 業務の範囲及びその執行 

（病院の設置） 

第１７条 法人が設置する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

名称 所在地 

栃木県立がんセンター 宇都宮市 

 

（業務の範囲）  

第１８条 法人は、次に掲げる業務を行う。  

（１）医療を提供すること。 

（２）医療に関する調査及び研究を行うこと。  

（３）医療に関する技術者の研修を行うこと。  

（４）前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

（緊急時における知事の要求）  

第１９条 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛

生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため知事が

必要と認める場合において、知事から前条第１号又は第２号に掲げる業務のうち必要な

業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。  

（業務方法書）  

第２０条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方

法書の定めるところによる。  

 

第３章 資本金等  

（資本金等）  

第２１条 法人の資本金は、法第６６条の２第１項の規定により栃木県から法人に対し出

資されたものとされる額とする。  

２ 法第６６条の２第１項に規定する承継される権利に係る財産のうち土地及び建物につ

いては、別表に掲げるものとする。  

（解散に伴う残余財産の帰属）  

第２２条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、

当該残余財産は、栃木県に帰属する。  

 

第４章 雑則  

（規程への委任）  

第２３条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、

法人の規程の定めるところによる。  

附 則  



この定款は、法人の成立の日から施行する。  

  附 則 

この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。 

  附 則 

この定款は、総務大臣の認可のあった日から施行する。 

 

別表（第２１条関係）  

１ 土地 

所在地 面積（㎡） 

宇都宮市陽南４丁目８９７番１１ １５８．６７ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更により、

現在は１６０.３７） 

宇都宮市陽南４丁目８９７番１２       １，０３８．４８ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更により、

現在は１,０４５.８２） 

宇都宮市陽南４丁目８９７番１４       １，０２８．０２ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更により、

現在は１,０２８.７９） 

宇都宮市陽南４丁目８９７番１５       １，１０２．６５ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更により、

現在は１,１０１.４３） 

宇都宮市陽南４丁目９２５番１３ 

（令和５年９月同９２５番１３及び同９

２５番１７に分筆） 

（令和６年２月同９２５番１７を宇都宮

市に譲渡） 

１６，１２８．０７ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更並びに令

和５年９月の分筆及び当該分筆部

分に係る令和６年２月の一部譲渡

により、現在は１５，５８０．５

３） 

宇都宮市陽南４丁目９２５番１４ 

（平成３０年７月同９２５番１４及び同

９２５番１６に分筆） 

（平成３０年１１月同９２５番１６を宇

都宮市に譲渡） 

（令和５年９月同９２５番１４、同９２

     １２，００６．２３ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更並びに平

成３０年７月の分筆及び当該分筆

部分に係る平成３０年１１月の一

部譲渡並びに令和５年９月の分筆



５番１８及び同９２５番１９に分筆） 

（令和６年２月同９２５番１８及び同９

２５番１９を宇都宮市に譲渡） 

及び当該分筆部分に係る令和６年

２月の一部譲渡により、現在は１

０，４５８．３７） 

宇都宮市陽南４丁目９２７番４７       ３，０６９．４６ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更により、

現在は３，０６８．８８） 

宇都宮市陽南４丁目１８０４番１１ 

（平成３０年７月同１８０４番１１及び

同１８０４番１７に分筆） 

（平成３０年１１月同１８０４番１７を

宇都宮市に譲渡） 

         ５５．１１ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更並びに平

成３０年７月の分筆及び当該分筆

部分に係る平成３０年１１月の一

部譲渡により、現在は２１.１７） 

宇都宮市陽南４丁目１９２５番１５ 

（平成３０年７月同１９２５番１５及び

同１９２５番４７に分筆） 

（平成３０年１１月同１９２５番４７を

宇都宮市に譲渡） 

        ７，２７１．７３ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更並びに平

成３０年７月の分筆及び当該分筆

部分に係る平成３０年１１月の一

部譲渡により、現在は７，２４２．

８７） 

宇都宮市陽南４丁目１９２５番４２ 

（平成３０年７月同１９２５番４２及び

同１９２５番４８に分筆） 

（平成３０年１１月同１９２５番４８を

宇都宮市に譲渡） 

        ７５５．６８ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更並びに平

成３０年７月の分筆及び当該分筆

部分に係る平成３０年１１月の一

部譲渡により、現在は７５５．２

１） 

宇都宮市陽南４丁目１９６７番３３ 

（平成３０年７月同１９６７番３３及び

同１９６７番５７に分筆） 

（平成３０年１１月同１９６７番５７を

宇都宮市に譲渡） 

      ２，８４５．８６ 

（地積測量等に基づき登記官が職

権で行う登記事項の変更並びに平

成３０年７月の分筆及び当該分筆

部分に係る平成３０年１１月の一

部譲渡により、現在は２，６２０．

４１） 

 

２ 建物 

名称 所在地 延床面積（㎡） 

病院・研究所・事務所 宇都宮市陽南４丁目９２５番地１３、 

９２５番地１４、９２７番地４７ 

３６,３０７．６６ 

倉庫・機械室 宇都宮市陽南４丁目９２５番地１３、     １６９．８３ 



９２５番地１４、９２７番地４７ 

機械室 宇都宮市陽南４丁目９２５番地１３、 

９２５番地１４、９２７番地４７ 

      ５．３２ 

機械室 宇都宮市陽南４丁目９２５番地１３、 

９２５番地１４、９２７番地４７ 

     ６８．８９ 

電気室・プロパン庫・

ゴミ置き場 

宇都宮市陽南４丁目９２５番地１３、 

９２５番地１４、９２７番地４７ 

    ２１３．１２ 

倉庫 宇都宮市陽南４丁目９２５番地１３、 

９２５番地１４、９２７番地４７ 

     １４．０９ 

寄宿舎・保育所 宇都宮市陽南４丁目８９７番地１５、

８９７番地１２ 

２，４８７．２４ 

電気室 宇都宮市陽南４丁目８９７番地１５、

８９７番地１２ 

   １１．８７ 

 


